
 

第５回保土ケ谷区西谷地区住居表示検討委員会 

 

 

日時：平成 30年 11月８日（木）

午後４時から 

会場：西谷地区センター 

 

次   第 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

(１)周辺地域への確認状況について（報告）資料１ 

(２)新町名アンケートについて資料２ 

 

３ 閉会 

 



周辺地域への確認状況について（報告） 

 
 住居表示を実施するに当たり、西谷町との町境について隣接する地域等（保土

ケ谷区西谷町①、旭区西川島町②、保土ケ谷区川島町③、保土ケ谷区東川島町

④の部分）に御意見をお伺いしました。 
 御意見をお伺いした結果、保土ケ谷区西谷町①、旭区西川島町②、保土ケ谷

区東川島町④については、基本的に現在の町境を維持することになりました。 

 保土ケ谷区川島町③については、実施予定地区内に含めて、検討を進めます。 

 

第５回住居表示検討委員会 資料１ 



検討委員会案がよい（「西谷〇丁目」とする案　）

保土ケ谷区西谷地区住居表示実施に伴う

平成 31年１月　保土ケ谷区西谷地区住居表示検討委員会からのお願い

新町名アンケート
( 回答締切：平成 31年２月 15日 ( 金 ) 必着 )

 保⼟ケ⾕区⻄⾕地区では「住所の同番地が多い」「隣近所で住所が⼤きく違う」などの
住所の分かりにくさを解消するため、建物ごとに住所を設定する「住居表⽰」の実施について、
検討を進めています。
 住居表⽰を実施すると町名が新しくなります。そこで、新しい町名について、地域にお住
まいの皆様のご意⾒を伺いたいと考えていますので、アンケートのご協⼒をお願いいたします。
 回答いただいたご意⾒を参考に検討委員会で新しい町名を検討していきます。

裏面あり

検索横浜市　住居表示

【検討委員会案】　「西谷〇丁目」とする

【回答方法】郵便はがき(切手不要)
部の返信はがきを点線で切り取り、回答を記⼊し、郵便ポストに投函してください。(切⼿不要)
※回答は１世帯あたり１回です。

下

 ご意⾒等は、インターネット
でも受け付けています。
 ただし新町名案については、
必ず左の郵便はがきで回答を、
お願いします。
※インターネットでの町名回答
   は無効とします。
※お寄せいただいたご意⾒等に
   個別の回答は出来かねますが、
 住居表⽰検討委員会で報告さ
 せていただきます。

住居表示実施に伴う新町名アンケート　回答
次のいずれかに〇をつけてください。

回答締切：平成 31年２月 15日 ( 金 ) 必着

住居表示についてご意見があれば、自由に記入してください

　

市街化調整区域

西谷〇丁目※

　検討委員会では、由緒ある「西谷」を新
町名に用いることが望ましいという意見に
まとまりました。

※横浜市では、住居表示が実施された町は
　原則「町」の表記を使っていません。
　そのため、検討委員会案は新町名を
　「西谷町〇丁目」ではなく、
　「西谷〇丁目」としました。

※「丁目」の数は、
　４つ程度になる予定

１

２ その他町名案がよい（  町名案：　　　　　　　　　　　   ）

01111293
テキストボックス
第５回住居表示検討委員会　資料２



【西谷地区　検討区域図】
●住居表示検討区域
（アンケート配付範囲）

右図の黄色で
ぬられた範囲
※市街化調整区域は、
　「西谷町」のまま
　変更はありません。

●住居表示の概要
・メリット
住所の特定が容易になり、
緊急車両や配達物が速やかに
到着することが期待できます。

・住所の変わり方（例）
＜現在の住所（地番を使用）＞　
　保土ケ谷区西谷町１２３番地４５
＜住居表示を実施した場合の住所＞
　保土ケ谷区〇〇一丁目２番３号

・住居表示の実施時期

横浜市市民局窓口サービス課
　　　　　　　　住居表示担当
（保土ケ谷区西谷地区住居表示
　　　　　　 検討委員会事務局）
TEL：045-671-2320
FAX：045-664-5295
E メール：
  sh-juukyo@city.yokohama.jp

●新町名を考えるにあたって

●検討経過等
　住居表示の検討経過や
今後のスケジュールについて
は、インターネットで順次公開
しています。

【ご意見・お問合せ】

平成 32年秋以降を予定

横浜市中区港町１丁目１番地

横浜市役所
市民局窓口サービス課

住居表示担当 行
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「横浜市住居表示整備要綱」では、
新町名について
　・歴史上由緒あるもの
　・親しみ深いもの
　・語調の良いもの
　・全市を通じて同一町名、類似町名は避ける
と規定されています。

●町の成立ち
　古くは都筑郡上星川村、川島村といい、明治
22 年の市町村施行の際に合併して西谷村となる。
昭和２年の横浜市編入の際、上星川町、川島町と
なる。
　その後、昭和 35 年の町界町名地番整理事業
の施行に伴い、上星川町、川島町の各一部から
新設された。




